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１章 低レベル廃液処理設備の貯槽容量等の変更に伴

う，加工施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則への影響について
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１．変更の概要 

１．１ 低レベル廃液処理設備の貯槽容量の変更 

分析設備及び放出管理分析設備から発生する廃液，管理区域内で発生す

る空調機器ドレン水等を処理する液体廃棄物の廃棄設備である低レベル廃

液処理設備について，液体廃棄物の処理を効率化するため，検査槽の貯槽

容量を約５ｍ3×２基及び約 1.5ｍ3×２基から約 10ｍ3×２基及び約２ｍ3×

２基に，廃液貯槽の貯槽容量を約 15ｍ3×３基から約 22ｍ3×３基に増強す

る。また，分析設備から発生する廃液及び放出管理分析設備から発生する

廃液の発生量を約 0.2ｍ3/d から約 0.5ｍ3/d に，管理区域内で発生する空

調機器ドレン水等の廃液の発生量を約 1.5ｍ3/d から約４ｍ3/d に変更する。

さらに，分析設備から発生する廃液及び放出管理分析設備から発生する廃

液の発生量変更により，吸着処理装置の処理能力を約 0.2ｍ3/d から約 0.5

ｍ3/d に変更する。  

【補足説明資料１－１】 

１．２ 油類の取扱いの変更 

管理区域内で発生する油類について，放射性液体廃棄物として保管廃

棄するとしていたところ，再利用する油類と再利用しない油類に選別す

る作業を実施したのち，再利用しない油類を放射性廃棄物として保管廃

棄することに変更する。 

【補足説明資料１－２】 

１．３ 共用する再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル

廃棄物貯蔵系の最大保管廃棄能力の変更 

放射性廃棄物の保管廃棄能力を確実に確保する観点から，共用する再
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処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系

（以下，「第２低レベル廃棄物貯蔵系」という。）の最大保管廃棄能力

を約 50,000 本から約 55,200 本（200Ｌドラム缶換算の本数，以降同様）

に変更する。 

変更にあたっては，保管廃棄する容器の配置等を見直すこととし，具

体的には，角型容器に統一することにより，空きスペースを確保及び有

効活用するとともに，貯蔵室の柱間および搬送室等へ保管廃棄すること

とする。 

【補足説明資料１－３】 
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２．変更に伴う設計方針 

２．１ 低レベル廃液処理設備の貯槽容量の変更 

低レベル廃液処理設備の貯槽容量の変更では，低レベル廃液処理設備

の検査槽の貯槽容量を約５ｍ3×２基及び約 1.5ｍ3×２基から約 10ｍ3×２

基及び約２ｍ3×２基に，廃液貯槽の貯槽容量を約 15ｍ3×３基から約 22

ｍ3×３基に変更する。 

また，分析設備から発生する廃液及び放出管理分析設備から発生する

廃液の発生量を約 0.2ｍ3/d から約 0.5ｍ3/d に，管理区域内で発生する空

調機器ドレン水等の廃液の発生量を約 1.5ｍ3/d から約４ｍ3/d に変更する。

さらに，分析設備から発生する廃液及び放出管理分析設備から発生する廃

液の発生量変更により，吸着処理装置の処理能力を約 0.2ｍ3/d から約

0.5ｍ3/d に変更する。 

２．２ 油類の取扱いの変更 

油類の取扱いの変更では，管理区域内で発生する油類について，放射

性液体廃棄物として保管廃棄するとしていたところ，再利用する油類と再

利用しない油類に選別する作業を実施したのち，再利用しない油類を放射

性廃棄物として保管廃棄することに変更する。 

２．３ 第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大保管廃棄能力の変更 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大貯蔵能力の変更では，最大保管廃棄

能力を約 50.000 本（第１貯蔵系：約 7,500 本，第２貯蔵系：約 42,500 

本）から約 55,200 本（第１貯蔵系：約 12,700 本，第２貯蔵系：約

42,500 本）に変更する。 
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３. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則への影響

低レベル廃液処理設備の貯槽容量等の変更（以下，「本変更」とい

う。）の加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下，「事

業許可基準規則」という。）への適合性について確認した。 

本変更による影響を受けると考えられる条文は，「第三条 遮蔽等」，

「第七条 地震による損傷の防止」及び「第十七条 廃棄施設」であり，

設計方針や線量評価への影響を確認した結果，規則要求を満たしている

ことを確認した。 

また，上記以外の条文は，本変更により影響を受ける規則要求はない

ことを確認した。 

本変更による各条文への影響の確認結果の詳細を第１表に示す。 
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第１表 本変更に伴う「事業許可基準規則」への影響について 

事業許可基準規則 規則適合性※ 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条 安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達す

るおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にす

ることその他の適切な措置を講じたものでなければならな

い。 

２ 臨界質量以上のウラン(ウラン二三五の量のウランの総量

に対する比率が百分の五を超えるものに限る。)又はプルトニ

ウムを取り扱う加工施設には、臨界警報設備その他の臨界事

故を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設は、通常時において加工施設

からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量

が十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたも

のでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は、工場等内における放射線障害

を防止する必要がある場合には、次に掲げるものでなければ

ならない。 

一 管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所における線

量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものと

すること。 

二 放射線業務従事者が設計基準事故時において、迅速な対

応をするために必要な操作ができるものとすること。 

① ② 本変更の影響を受ける規則要求はない。

③第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大貯蔵能力の変更は，

ＭＯＸ燃料加工施設からの直接線及びスカイシャイン

線による公衆の実効線量として評価されている値（年

間３×10-４mSv）に変更はなく，また，燃料加工建屋の

遮蔽設計区分の変更を必要とするものではないため，

設計方針に変更はなく，第三条の規則要求を満たして

いることを確認した。
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事業許可基準規則 規則適合性※ 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は、放射性物質を限定された

区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならな

い。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は、火災又は爆発により加工

施設の安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防

止することができ、かつ、消火を行う設備(以下「消火設

備」といい、安全機能を有する施設に属するものに限る。)

及び早期に火災発生を感知する設備(以下「火災感知設備」

という。)並びに火災及び爆発の影響を軽減する機能を有す

るものでなければならない。 

２ 消火設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。)

は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上

重要な施設の安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（安全機能を有する施設の地盤） 

第六条 安全機能を有する施設は、次条第二項の規定により

算定する地震力(安全機能を有する施設のうち、地震の発生

によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの(以下

「耐震重要施設」という。)にあっては、同条第三項に規定

する基準地震動による地震力を含む。)が作用した場合にお

いても当該安全機能を有する施設を十分に支持することがで

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。
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事業許可基準規則 規則適合性※ 

きる地盤に設けなければならない。 

２ 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能

が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設け

なければならない。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐えるこ

とができるものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがあ

る安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線

による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならな

い。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大き

な影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用

する地震力(以下「基準地震動による地震力」という。)に対

して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければなら

ない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそ

れがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならない。 

① ②本変更の影響を受ける規則要求はない。

③ 第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大貯蔵能力の変更

によって，保管廃棄する対象に変更はなく，また

ＭＯＸ燃料加工施設からの放射線による公衆の線量

評価に大きな影響はないことから，耐震重要度分

類が変わることはないため，設計方針に変更はな

く，第七条の規則要求を満たしていることを確認

した。

（津波による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機

能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以

下「基準津波」という。)に対して安全機能が損なわれるお

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。
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事業許可基準規則 規則適合性※ 

それがないものでなければならない。 ①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象(地

震及び津波を除く。次項において同じ。)が発生した場合に

おいても安全機能を損なわないものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該安

全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる

応力を適切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺におい

て想定される加工施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除

く。)に対して安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（加工施設への人の不法な侵入等の防止） 

第十条 工場等には、加工施設への人の不法な侵入、加工施

設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を

与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込ま

れること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等

に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に

規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための設備

を設けなければならない。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（溢水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は、加工施設内における溢

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。
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事業許可基準規則 規則適合性※ 

水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでな

ければならない。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（誤操作の防止） 

第十二条 安全機能を有する施設は、誤操作を防止するため

の措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、容易に操作することができるもの

でなければならない。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（安全避難通路等） 

第十三条 加工施設には、次に掲げる設備を設けなければな

らない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に

識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわな

い避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難

用の照明を除く。)及びその専用の電源 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（安全機能を有する施設） 

第十四条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度

に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は、通常時及び設計基準事故時に

想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮す

ることができるものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認す

るための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するた

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。
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事業許可基準規則 規則適合性※ 

めの保守又は修理ができるものでなければならない。 

４ 安全機能を有する施設は、クレーンその他の機器又は配

管の損壊に伴う飛散物により、その安全機能を損なわないも

のでなければならない。 

５ 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又は

安全機能を有する施設に属する設備を一の加工施設において

共用する場合には、加工施設の安全性を損なわないものでな

ければならない。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（設計基準事故の拡大の防止） 

第十五条 安全機能を有する施設は、設計基準事故時におい

て、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなけ

ればならない。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（核燃料物質の貯蔵施設） 

第十六条 加工施設には、次に掲げるところにより、核燃料

物質の貯蔵施設を設けなければならない。 

一 核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものと

すること。 

二 冷却のための必要な措置が講じられているものであるこ

と。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（廃棄施設） 

第十七条 加工施設には、通常時において、周辺監視区域の

外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物

質の濃度を十分に低減できるよう、加工施設において発生す

る放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設(安全機能

①低レベル廃液処理設備の貯槽容量の変更は，液体廃棄物

の処理を効率化するため，貯槽容量の増強を行なった。

また，新規制基準への適合として設備の設計変更及び新

規追加を行ったことを受け，低レベル廃液処理設備へ受

け入れる廃液発生量の見直しを行ったが，排水口におけ
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事業許可基準規則 規則適合性※ 

を有する施設に属するものに限り、放射性廃棄物を保管廃棄

する設備を除く。)を設けなければならない。 

２ 加工施設には、放射性廃棄物を保管廃棄するために必要

な容量を有する放射性廃棄物の保管廃棄施設(安全機能を有

する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。 

る廃液中の放射性物質濃度は，管理値を濃度限度より十

分低い値で設定することから，放射性物質の推定年間放

出量に変更はないため，公衆の線量評価は，従来の評価

結果から変更はない。従って，規則要求を満たす設計で

あることを確認した。 

【補足説明資料１-１】 

②油類の取扱いの変更は，廃棄物として取扱う油類の区分

を明確するものであり，廃棄物を廃棄施設で扱う基本方

針に変更はない。従って，規則要求を満たす設計である

ことを確認した。

【補足説明資料１-２】 

③第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大貯蔵能力の変更は，放

射性廃棄物の保管廃棄能力を確実に確保するものであ

る。従って，規則要求を満たす設計であることを確認し

た。

【補足説明資料１-３】 

（放射線管理施設） 

第十八条 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護

するため、放射線管理施設を設けなければならない。 

２ 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を適切な

場所に表示できる設備(安全機能を有する施設に属するもの

に限る。)を設けなければならない。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。
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事業許可基準規則 規則適合性※ 

（監視設備） 

第十九条 加工施設には、通常時及び設計基準事故時におい

て、当該加工施設及びその境界付近における放射性物質の濃

度及び線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時に

おける迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表示で

きる設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設

けなければならない。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（非常用電源設備） 

第二十条 加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が

停止した場合において、監視設備その他安全機能を有する施

設の安全機能を確保するために必要な設備が使用できる非常

用電源設備を設けなければならない。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。

（通信連絡設備） 

第二十一条 工場等には、設計基準事故が発生した場合にお

いて工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置

(安全機能を有する施設に属するものに限る。)及び多様性を

確保した通信連絡設備(安全機能を有する施設に属するもの

に限る。)を設けなければならない。 

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において加工

施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる

よう、多様性を確保した専用通信回線を設けなければならな

い。 

①②③ 本変更の影響を受ける規則要求はない。
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※規則適合性は，以下の分類で記載している。

①：低レベル廃液処理設備の貯槽容量の変更

②：油類の取扱いの変更

③：第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大保管廃棄能力の変更
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低レベル廃液処理設備の貯槽容量の変更

１．低レベル廃液処理設備の貯槽容量の変更の概要について

分析設備から発生する廃液及び放出管理分析設備から発生する廃液の発

生量を約0.2ｍ3/dから約0.5ｍ3/dに，管理区域内で発生する空調機器ドレ

ン水等の廃液の発生量を約 1.5ｍ3/d から約４ｍ3/d に変更する。さらに，

分析設備から発生する廃液及び放出管理分析設備から発生する廃液の発生

量変更により，吸着処理装置の処理能力を約0.2ｍ3/dから約0.5ｍ3/dに変

更する。

詳細については，次ページ以降に示す。
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２．ＭＯＸ燃料加工施設で発生する放射性液体廃棄物の発生量の算定

ＭＯＸ燃料加工施設で発生する放射性液体廃棄物（油類廃棄物は除く。）

に係る加工事業変更許可申請書の補正事項についてまとめた。

ＭＯＸ燃料加工施設で発生する放射性液体廃棄物（油類廃棄物は除く。）

は，以下のとおり。

① 分析設備から発生する廃液

分析設備から発生する廃液は，分析設備の分析済液処理装置で分析

済みの液中からプルトニウム及びウランを回収した後の放射性物質の

濃度が十分低い廃液並びに通常，放射性物質が含まれていない試薬調

整器具の洗浄水等の廃液である。

② 放出管理分析設備から発生する廃液

放出管理分析設備から発生する廃液は，試料の前処理で使用した器

具の洗浄水等の廃液である。

③ 管理区域内で発生する空調機器ドレン水等

管理区域内で発生する空調機器ドレン水等は，通常，放射性物質が

含まれない廃液である。
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２．１放射性液体廃棄物（油類廃棄物は除く。）の発生量見直し

２．１．１ 各発生源からの発生量見直し

新規制基準への適合として設備の設計変更及び新規追加を行ったことを受

け，低レベル廃液処理設備へ受け入れる廃液発生量及び物質収支の見直しを

行った。

① 均一化混合機の容積変更等により分析装置から分析済液処理装置へ受け

入れる分析済液量が変更となった。また，分析済液処理装置の処理条件の

見直しを行った。

これにより，分析設備から発生する廃液及び放出管理分析設備から発生

する廃液の発生量を約0.2m3/dから約0.5m3/dに変更する。 

② 新規制基準への適合として追加した設備の制御盤による機器発熱量の増

加等からローカルクーラを増設したため，空調機器ドレン水等の廃液発生

量が変更となった。

これにより，管理区域で発生する空調機器ドレン水等の廃液発生量を約

1.5m3/dから約４m3/dに変更する。 
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表 廃液の内訳

２．１．２ 廃液の内訳
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２．１．３ 希釈水の考慮 

低レベル廃液処理設備は，必要に応じて希釈処理を行う。各発生源から

の廃液発生量が増加した結果，希釈水量の割合を改めて算出したところ，

従来の希釈割合より抑えた希釈が可能である。 

よって，放射性液体廃棄物の推定年間放出量を 1500ｍ３から 3000ｍ３に

変更する。 

 

 

  

3000ｍ
３
 

図 廃液発生量と希釈水の割合 

52%48%

変更後

各発生源からの

推定年間発生量

希釈水の考慮42%
58%

変更前

1500ｍ
３
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２．１ ．４ 放射性液体廃棄物の処理系統 
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２．２ 放射性物質の推定年間放出量 

２．２ ．１ 推定条件の設定 

放射性物質量の推定※に当たり，放射性液体廃棄物の推定年間発生量は，

前述のとおり3000ｍ３を推定条件として設定する。 

排水口における廃液中の放射性物質濃度は，管理値を濃度限度より十分

低い値で設定することから，保守側に見込み，従来設定していた排水口に

おける廃液中の放射性物質の濃度の半分の濃度を推定条件として設定する。 

 

※推定年間放出量(Bq/年)＝推定年間発生量(ｍ3/年)×放射性物質の濃度(Bq/cｍ3) 

 

 

表 排水口における廃液中の放射性物質の濃度(Bq/cｍ3) 

注１ Ｐｕ－238，Ｐｕ－239，Ｐｕ－240，Ｐｕ－242及びＡｍ－241 

注２ Ｐｕ－241 

 

  

核種 変更前 変更後 

Ｐｕ(α)
注１

 3.1×10
-3

  1.6 ×10
-3

 

Ｐｕ(β)
注２

 5.3×10
-2

  2.7×10
-2
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２．２ ．２ 推定年間放出量 

推定条件より，放射性物質の推定年間放出量に変更はないため，公衆の

線量評価は，従来の評価結果から変更はない。 

 

表 液体廃棄物の廃棄設備からの放射性物質の推定年間放出量 

核種 放射性物質の推定年間放出量（Bq/年） 

Ｐｕ(α)
注１

 4.6×10
6

  

Ｐｕ(β)
注２

 8.0×10
7

  

注１ Ｐｕ－238，Ｐｕ－239，Ｐｕ－240，Ｐｕ－242及びＡｍ－241 

注２ Ｐｕ－241 
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２．３ 除染効率の向上 

低レベル廃液処理設備に受け入れる廃液のうち，放射性物質を含む廃液

は，分析設備の分析済液処理装置から発生する廃液である。 

均一化混合機の容積変更により，１日あたりの加工ロット数が２ロット

から３ロットとなるため，分析済液処理装置に受け入れる放射性物質量が

約1.5倍となる。 

一方，分析済液処理装置では分析済液からウラン及びプルトニウムを回

収するための処理を行うが，中和処理において，処理条件を見直したこと

で，500 程度（※）の除染効率を得られることを試験により確認しており，

増加した放射性物質量についても処理できる見込みがあるものであると判

断した。 

上記により，分析済液処理装置に受け入れる放射性物質量が増加したも

のの，従来と同じ放射性物質量まで低減することが可能となった。 

 

※藤原英城ほか． “水酸化ナトリウムを用いた放射性廃液の中和処理試験（２）中和によ

る除染効率の確認” ． 日本原子力学会 「2011年秋の大会」予稿集． 福岡， 2011-9-19/22, 

日本原子力学会，2011．  
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油類の取扱いの変更 

 

１．油類の取扱いの変更の概要について 

ＭＯＸ燃料加工施設の廃棄施設のグローブボックスにおいて，廃棄物を

取り扱う作業，金型の保管及びその他の物品を取り扱う作業を同一のグロ

ーブボックスで実施していたため，ＭＯＸ燃料加工施設の管理区域内作業

で発生する物品の選別及び廃棄までの流れを整理した。 

この放射性廃棄物の取扱いについて整理したなかで，放射性液体廃棄物

として保管廃棄するとしていた油類について，再利用する油類と再利用し

ない油類に選別する作業を実施したのち，再利用しない油類を放射性廃棄

物として保管廃棄することに変更する。 

詳細については，次ページ以降に示す。 
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２． 基本方針 

① 廃棄物は，廃棄施設で扱う。 

② 管理区域内作業で発生した物品（油類を含む）は，再利用できる物

品とできない物品に選別する作業を実施する。 

 

  

各
工
程 

選
別 

各
工
程 

封
入 

保
管
廃
棄 

再利用する場合 

再利用できない 

場合 

選別する物品 
再利用物品 

雑固体 

雑固体として取り扱う区分 

廃棄施設の範囲 

凡例 

廃棄物として取り扱う区
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３．物品の選別及び廃棄までの流れ(具体的処理フロー) 
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４．物品の選別及び廃棄までの流れ(物品の管理) 

各工程からの物品の運搬，選別作業は手作業により行う。

物品については，再利用できる物品とできない物品に選別し，再利用で

きないものは，可燃性，難燃性又は不燃性に区分し，廃棄物保管第1 室の

作業エリアで再利用できない金属 （以下，「混入物」という。）の有無を確

認する。

混入物が無い場合は，雑固体としてドラム缶又は金属製角型容器に封入

する。

混入物が有る場合は，選別作業室の選別エリア又は選別・保管設備の選

別・保管グローブボックスにて，混入物を抜き取り，可燃性，難燃性又は

不燃性に選別し，再度，廃棄物保管第1室の作業エリアで混入物の無いこ

とを確認後，雑固体としてドラム缶又は金属製角型容器に封入する。

廃棄物保管第１室の廃棄物保管エリア及び作業エリアは，明確に区分す

る。
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５．油類の選別及び廃棄までの流れ(具体的処理フロー) 
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６．油類の選別及び廃棄までの流れ(油類の管理) 

各工程からの油類の運搬，選別作業は手作業により行う。

油類のうち，固型化する物については，所定の金属容器に収納し，廃油

保管室の選別エリア又は選別作業室の選別・保管グローブボックスにて，

容器に吸着剤を投入し，油類と吸着剤を攪拌して固型化する。

油類のうち，固型化しない（出来ない）物については，ドラム缶又は金

属製容器に封入し，廃油保管室の廃油保管エリアで保管廃棄する。

固型化した油類は，難燃性の袋等に封入するとともに，雑固体として廃

棄物保管第１室の作業エリアで混入物が無い場合は，ドラム缶又は金属製

角型容器に封入する。

混入物が有る場合は，選別作業室の選別エリア又は選別・保管設備の選

別・保管グローブボックスにて，混入物を抜き取り，可燃性，難燃性又は

不燃性に選別し，再度，廃棄物保管第1室の作業エリアで混入物の無いこ

とを確認後，雑固体としてドラム缶又は金属製角型容器に封入する。

廃油保管室の廃油保管エリア及び選別エリアは，明確に区分する。
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【参考】物品の例 

表 管理区域内作業で発生する物品

グローブボックス内 グローブボックス外

ウエス，グローブ，金型，交換機器，

油類 等

ゴム手袋，綿手，ビニルシート，交

換機器，油類 等

表 再利用する物品

再利用物品 再利用物品に該当する理由

プレス装置の金型 プレス装置（プレス部）及び小規模プレス装置に

おいて圧縮成形に使用する金型は，ペレットの成

形において，各種製造条件に合わせ，多種多様の

金型を使い分ける必要があるため，継続的に使用

する。

燃料製造等を行う装

置

選別・保管グローブボックスにて，装置の修理を

行い，継続的に使用可能な物品，機器の部品を選

別する。

油類 油類については，廃棄物量低減と資源の有効活用

の観点から，将来的な技術導入により再利用する

ことを検討している。
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第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大保管廃棄能力の変更 

１．最大保管廃棄能力の変更の概要 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，最大保管廃棄能力を約 50,000 本※

（第１貯蔵系：約 7,500 本，第２貯蔵系：約 42,500 本）として許可

を得ており，このうち第１貯蔵系の保管廃棄能力を変更する。 

※本数は 200ℓ ドラム缶換算であり，以下同様。

第１貯蔵系は，計画段階において約 7,500 本分に相当するドラム

缶および角型容器を保管廃棄することとしており，第１図の緑色の

範囲である。 

：ドラム缶及び角型容器を 

保管廃棄する範囲 

（約 7,500 本分）

第１図 保管廃棄能力の変更前の貯蔵イメージ 
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第１貯蔵系に保管廃棄する容器を，角型容器に統一することによ

り，既許可である約 7,500 本分となる範囲は第２図の灰色となり，

赤色の範囲が空きスペースとなるため，更に約 1,900 本に相当する

角型容器を保管廃棄できる。 

また，貯蔵室内の空きスペースである柱間(橙色の範囲)に角型容

器を保管することにより，更に約 800 本に相当する角型容器を保管

廃棄できる。 

また，貯蔵室（灰色+赤色+橙色の範囲）へ保管廃棄後は，フォー

クリフトの搬送路である搬送室及び廊下(青色の範囲，以下「搬送室

等」という。)は必要ないため，新たに約 2,500 本に相当する角型容

器を保管廃棄できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

③搬送室等への保管廃棄 

：貯蔵室の空きスペース 

：角型容器(1250H)で現状の 

保管廃棄能力（約 7,500 本） 

となる範囲 

：搬送室等 

（新たに保管廃棄する地上 1 階の内訳） 

①貯蔵室内の空きスペース有効活用 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 地上１階（平面） 

（約 5,200 本） 

第２図 保管廃棄能力の変更後の貯蔵イメージ 

：貯蔵室の柱間 

②貯蔵室内の柱間への保管廃棄 
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以上より，貯蔵室内の空きスペース、柱間や搬送室等への保管廃

棄により，最大保管廃棄能力を約 50,000 本（第１貯蔵系：約 7,500

本，第２貯蔵系：約 42,500 本）から約 55,200 本（第１貯蔵系：約

12,700 本，第２貯蔵系：約 42,500 本）に変更する。なお，変更に

あたり貯蔵の積み付け段数（最大３段）に変更はない。 

第２表 最大保管廃棄能力の変更の考え方 

 設計時の考え方 変更後の考え方 

①貯蔵室内

の空きス

ペース有

効活用※ 

・申請した保管廃棄能力約

7,500本になるようにドラ

ム缶および角型容器を保管

廃棄する 

・角型容器に統一することに

より，空きスペースができ

るため，更に角型容器を保

管廃棄する 

②貯蔵室の

柱間への

保管廃棄 

・動線が複雑であるため，廃

棄物を保管廃棄しないもの

とし，空きスペースとして

いた。 

・空きスペースを有効活用す

るため，柱間へ角型容器を

保管廃棄する 

③搬送室等

への保管

廃棄 

・搬送室等は廃棄物搬送のた

めのフォークリフトの通行

スペースとして確保し，廃

棄物を保管廃棄しない 

・現状の貯蔵室への保管廃棄

後はフォークリフトの通行

スペースは必要ないことか

ら，搬送室等へ角型容器を

保管廃棄する 

※：第３図に示すとおり，ドラム缶４本積のパレットと比べ，角型容器の底面積は1.7倍と

なるが，容積は約２倍となることから，スペースの有効活用を図ることができる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 ドラム缶と角型容器の占有容積のイメージ 
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２．貯蔵容量の評価 

  第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大保管廃棄能力の変更及び低レベ

ル濃縮廃液の乾燥処理物の発生量見直しを踏まえた結果，再処理施

設全体は平成31年４月30日以降，約７年分の容量を確保することが

できる。 

 

第３表 貯蔵容量の評価結果 

施設 
保管廃棄能力 

（変更後） 
従来の評価 現実的な評価 

現実的な評価＋

最大保管廃棄能

力変更 

再処理施設全体 
約77,430本 

（約82,630本） 
約４年分 約６年分 約７年分 
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第４図 廃棄物貯蔵量の推移（再処理施設全体） 

 

第４表 廃棄物発生量の想定（再処理施設全体） 

 ① 

再処理しゅん工前 

② 

再処理しゅん工後 

③ 

MOXしゅん工後 

従来 約8,200本／年 約6,500本／年 約7,500本／年 

変更後 約2,800本／年 約5,700本／年 約6,700本／年 

変更の内訳 
約1,500本／年※１ 

約1,300本／年※２ 
△約800本／年※３ △約800本／年※３ 

※１：再処理施設停止期間（平成21年度～平成29年度）の廃棄物発生量の平均値 

※２：新規制基準に係る工事の廃棄物発生量 

※３：低レベル濃縮廃液の乾燥処理物の発生量見直しに伴う，廃棄物の減少量 
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